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緊急事態宣言・緊急事態措置の期間延長を受けて 

新型コロナウイルス感染症に対する練馬区方針を変更 

と き ７月３０日（金）決定 

と こ ろ 練馬区役所（豊玉北６－12－１） 

７月30日、国は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、埼玉県、千葉県、神奈川

県、大阪府に、８月２日から31日までを期間とした緊急事態宣言を発出するとともに、東京

都、沖縄県に発出している緊急事態宣言を８月31日まで延長した。都知事は同日、人流の抑

制を最優先とした緊急事態措置の期間を延長した。 

区は、国および都の方針を受けて、新型コロナウイルス感染症に対する練馬区方針を変更

し、８月31日までの間、以下のとおり対応する。９月１日以降の対応は、別途決定する。 

 

【新型コロナウイルス感染症に対する練馬区方針】（令和３年７月30日付け） 

別添のとおり 

 

【問い合わせ】 

練馬区 危機管理課 安全安心係     電話０３－５９８４－１０２７ 


